
損害保険会社との間における修理代金や価格交渉等に関する情
報提供フォーム（自動車車体整備事業者向け）について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故車の修理を行う「車体整備業」は、新技術への対応など様々な
課題に直面していますが、その一つとして、労務費の転嫁を含む「損
害保険会社との価格交渉」が課題となっていることから、国土交通省
では、事故車の保険修理の価格交渉に関する車体整備事業者からの情
報提供窓口を設置し、損害保険会社等との交渉の実態・課題等を把握
するとともに、関係省庁と連携して、適切な保険金支払い等の観点か
ら損害保険会社の話も聴きながら、車体整備事業者への丁寧な説明・
交渉を促すこととしております。（別添参照） 

本情報提供窓口については、自動車ユーザーと修理請負契約を締結
し「元請工場」として車体整備や価格設定に関与する事業者となり得
る「自動車特定整備事業者」においても活用可能となっておりますの
でお知らせします。 
 






